
（仮称）ミライ実現戦略2030（案）　施策体系詳細版
令和６年５月２２日

総合計画審議会資料④-2

取組の方向性 取組目標・取組の方向性の背景 通番 施策名 施策概要

●こどもが多世代とのつながりの中で多様な
遊び・学び・体験ができる機会の充実
：地域や民間事業者と連携し、本市ならでは
の資源を生かしながら、こどもたちに多様な
遊び・学び・体験の場をつくることにより主
体的な「学びたい」意欲を支える環境づくり
を進めます

・変化の激しい社会において、こどもたちは学校・家庭以外にも多様な人とのつながりの中
で、様々な「遊び・学び・体験」の機会を持つことで、自己肯定感を高めることが必要。
・暮らしの形態が変化する中で、こどもたちが多世代とつながる機会が減少している。
・高齢者、産業人材、外国人等、多様な市民一人ひとりの豊かな経験はまちにとっての財産で
あり、こどもたちに豊かな遊び・学び・体験として伝えられる大きな可能性がある。
・また、こどもとの関わりを通じて、多様な市民一人ひとりもまた、生きがい・学びを得るこ
とにつながる。
・本市の調査によれば、自己肯定感が高いこども・若者は、将来の家族形成等も積極的・前向
きに捉えている。

1
地域資源を生かした「遊び・学び・体
験」の機会の充実

・こどもたちが地域の中で文化芸術、スポーツ、ものづくりなど、充実した「遊び・学び・体験」を自
ら選択し、自己肯定感を高めることができる環境づくりを進めます。

2 自ら考え判断する力を育む教育の推進

・こどもたちが、探究学習などの取組を通じて、自ら課題設定をし、主体的・探究的に取り組む学びの
機会を増やします。
・こどもたちが、地域人材や企業人材などの多様な大人たちとの関わりを通じて、自分自身の将来を考
えられる場面を増やします。

3
多様な学びに対応した最適な教育環境
の確保

・将来の担い手として必要な力を身に着けられるよう、小中一貫教育など新たな教育環境を検討し、こ
どもたちにとって最適な教育環境を確保します。
・ＡＩやデータ分析の活用による個別最適な学びや学校施設の利用状況を踏まえた教育環境の向上な
ど、こどもたちの多様な学びを推進します。
・学校教育や社会教育における多様な学びの環境を確保するため、施設の更なる有効活用を進めます。

（２）人生
100年時代
に誰もが学
び合いを通
じていきい
きと暮らし
ている

●いつでも誰もがやりたいことに挑戦できる
機会の充実
：年齢や属性に関係なく、誰もがやりたいこ
とに挑戦したり、学び直したりすることがで
きる支援を進めます

・人生100年時代が到来する中、幸福寿命を全うするために、高齢者を含め、あらゆる世代の
人々が、年齢やライフステージに関係なく、誰もがやりたいことに挑戦したり、学び直したり
することができること、また一人ひとりの希望にあった「活躍の場」や「役割」が求められて
いる。
・いわゆる勉強や資格取得などに限らず、日常の暮らしや人とのつながりにおける気づきや経
験も「学び」と捉えられる。
・「学び」は、それ自体が楽しみや生きがいにつながる。さらに、学びを生かしたチャレンジ
は、「学び」から「活躍」「役割」へ通じ、自分らしくいきいきとした暮らしにつながる。
・さらに、こうした一人ひとりの「いきいきとした姿」は、次世代のミライに希望を生み出す
ことにつながる。

4
大人の学び・活躍を支援する機会の充
実

・ミドルシニア世代を含め、成人期以降の大人を対象に、学び直し（リスキリング・リカレント教育
等）の機会を提供します。
・大人がこどもたちの「遊び・学び・体験」に積極的に関わりながら活躍し、学び合える環境や、世代
を超えたつながりを創出するため、人材の掘り起こしやマッチングなどの仕組みづくりを行います。

5 「クルマのまち」の更なる魅力の向上 ・「クルマのまち」として更なるアイデンティティを高めるため、FIA世界ラリー選手権開催を通じ
て、市民や来訪者がクルマの魅力を感じられる機会を創出します。

6
まちの歴史・文化・芸術や自然をミラ
イにつなぐ取組の推進

・博物館をはじめとするミュージアムや文化ゾーン内の施設を拠点として、市民がまちの歴史・文化・
芸術や自然に触れ、つながり合いの中で、新たなまちの魅力を「みんなでつくりつづける」取組を進め
ます。
・まちの魅力の根幹となる収蔵資料・作品や地域の文化財などの財産を、市民・地域・企業や交流・関
係人口とともに「ミライにつなぎつづける」取組を進めます。

7
身近な地域の魅力を知り、生かす機会
の充実

・歴史・文化・自然環境・食や農など、地域の伝統・文化・資源を、人のつながりを通して守り伝えて
いく機会づくりを行います。

●シティプロモーションの推進
：本市に住み続けたいと思えるよう、本市の
多様な資源や魅力に気づく機会づくりを進め
ます

・「クルマのまち」「多様な自然、歴史、文化芸術、スポーツ」だけではなく、本市が取り組
む施策等は、他のまちと比べても多様で充実している。
・本市ならではの魅力を市内外の人々と共有し、本市の多様な資源や魅力に触れて、本市を住
みよい、住みたいまちと感じてもらうためには、良いものを用意するだけではなく、それを発
信し伝えていく必要がある。
・本市に関する様々な情報を整理し、ターゲットを絞って戦略的なプロモーションを実施する
など、更なる情報発信の工夫が必要である。

8
テーマやターゲットに応じた戦略的な
情報の発信

・まちへの愛着・誇りが育まれ、それを受け継いでいく人たちを増やしてしていけるよう、必要な人
が、必要な時に必要な情報を得られるよう情報発信を行います。

取組目標
（めざす姿）
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（１）こど
もがミライ
を生き抜く
力と自己肯
定感を高め
ている

（３）市民
のまちへの
愛着・誇り
が育まれて
いる

・公立学校において、どこでも等しく同様に教育を受けられることは、日本の誇るべき仕組み
だが、これまで以上に個性豊かな多様な学びが求められる中で、既存の学校では望む学びがで
きないとするなどこどもや保護者の価値観にも多様化がみられる。
・本市では、世界的な企業を有する産業中枢都市という特性の中で、海外での暮らしを経験し
た人材やものづくり技術を有する人材など、多様なキャリアを持つ人材が多数存在している。
・多様な先端的教育やプログラム、あるいは従来と異なる学校教育のあり方の模索にチャレン
ジし、こどもたちの主体的な「学びたい」意欲を支えるための選択肢づくりを進めていく必要
がある。
・またこうしたチャレンジは、特色ある教育を推進するまちとしてのプロモーションにもつな
げられる。

●こどもが多様なキャリアや先端技術等を学
ぶ機会の充実
：先端的な教育などを積極的に取り入れ、こ
どもたちの主体的な「学びたい」意欲を支え
る環境づくりを進めます

・豊田市や地域に愛着を持っている人は、暮らしに生きがいを感じており、暮らしの満足度が
高い傾向にある（※市民意識調査より）。
・「自分らしい、いきいきとした暮らし」は、自分自身が住む地域への愛着・誇りと関係して
いる。
・本市はものづくり産業の拠点として発展してきた歴史から「クルマのまち」として、世界に
誇るアイデンティティを持っている。
・また、本市は市町村合併を重ねて発展してきたことから、広大な市域に都市と山村が共存し
ており、多様な魅力にあふれたまちである。
・「クルマ」と「多様な自然、歴史、文化芸術、スポーツ」という本市ならではの魅力は、ま
ちの愛着・誇りを育む上で、大きな強みとなっている。
・また、こどもたちにとっては、本市の魅力に触れること自体が、学びでもある。
・まちへの愛着・誇りは、「豊田市に住み続けたい」という定住意向にもつながる。

●クルマの魅力を身近に感じられる機会の充
実
：FIA世界ラリー選手権日本大会開催の契機を
生かし、「クルマのまち」のアイデンティ
ティづくりを進めます
●本市の多様な価値や魅力の継承
：都市と山村が共生する本市ならではの多様
な歴史・文化・自然等に触れる機会づくりを
進めます
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9 結婚・出産・子育て支援の充実 ・経済的支援や、デジタルを活用した子育て負担の軽減などの取組を通じて、希望する誰もが結婚や出
産等の選択ができるよう支援します。

10
保育ニーズへの対応と良好な幼児教
育・保育環境の確保

・多様する働き方・暮らし方のニーズを捉えた、成育環境の最適化の取組等を通じて、こどもや希望す
る家庭が安心できる環境を整えます。

11
地域等と連携したこどもの多様な居場
所創出の推進

・地域や企業等と連携した、こどもの居場所の創出や見える化の取組等を通じて、こどもが自らの意志
で気軽に立ち寄れる多様な居場所の選択肢を増やします。

12 配慮が必要なこどもへの支援

・配慮が必要なこどもや家庭に対し、こどもが自分に合う居場所を得て、つながり合いの中で安心して
暮らすことができるよう、多分野連携を図りながら、切れ目のない支援を実施します。
・こどもたちの個性に応じた場や仕組みづくりを通じて、誰もが主体的に自分に合った学びを続けるこ
とができる環境を確保します。

13 地域活動の持続可能性の向上

・地域活動の再構築や地域で活躍する人材の確保・育成の取組、DXを含めた自治区業務再編等を通
じ、最も基本的なつながり合いである地域活動の持続可能性の向上を図ります。
・都市と山村の交流や多世代・多分野交流による関係人口づくりや学び合い、人材と機会のコーディ
ネート強化の取組等を通じて、地域に新しい動きや価値を生み出す人の発掘・育成・活動支援を行いま
す。

14
多様でゆるやかな「つながり合い」創
出の促進

・年齢・性別や言語・文化、障がいの有無等を問わない多様な価値観を認め合う相互理解と意思尊重の
もと、市民誰しもが自分らしく健やかに暮らせるよう、公民連携等の推進により様々な主体とともに、
多様でゆるやかな「つながり合い」を創出します。
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（１）まち
全体がこど
もの成長を
支えている

（２）誰も
が地域・多
世代でとも
につながり
合い、自分
らしく暮ら
している

●子育て支援や相談体制の充実
：こどもを産み育てたい希望が叶うまちとし
て、結婚・出産・子育て等、様々なライフス
テージに応じた支援を進めます

●こどもが安心して過ごせる居場所の充実
：地域や事業者と連携し、こどもや保護者が
安心して過ごせる地域での居場所づくりを進
めます

・地域とのつながりが希薄になるなかで、家庭と学校以外の居場所がないこどもたちが増えて
いる。
・地域社会における第三の居場所は、こどもたちの生活・学習習慣を身につけ、他者とのコ
ミュニケーション能力や好奇心を育むことにつながるほか、万一家庭や学校で息苦しさを感じ
たときの居場所にもつながる。
・本市では、すでに取り組んでいる既存の仕組みの中では拾い切れていないニーズに対する取
組がますます必要となっている。
・新たな居場所が必要となった場合、本市ならではの多様な資源などの強みを生かすことで、
こどもたちの思いにあった、多様な選択肢をつくることができる可能性がある。

・家族のあり方が多様化している中で、誰もが自分の望む家族のあり方を実現できることが必
要。
・本市の最新の出生率は1.42(2021年）であるのに対し、国算出の希望出生率は1.8（2015年）
と、子育てに対する希望を持っているのにも関わらず叶えられない人が多くみられる。
・またこどもに対しては、地域とのつながりを最大限にいかした子育て支援、子育ての不安解
消、虐待の未然防止等が求められている。

●地域や多世代がつながり合う機会の充実と
多様化
：地域コミュニティを始めとする社会と誰も
が、一人ひとりにあった多様なつながりを持
ち、生きがいや自分らしさを感じながら、必
要なときには支え合える社会づくりを進めま
す

・現状、孤独・孤立の増加、家族や地域といった基盤の弱体化が進んでおり、新型コロナウイ
ルス感染症は、つながりの希薄化に拍車をかけた。
・人と人、人と資源がつながることで住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつ
くっていく地域共生社会の実現が求められている。
・「つながり」は自分らしい暮らしをつくる非常に重要なものであり、日常的なつながりは、
いざというときに支え合える関係性にもつながる。
・本市は、地域自治システムを通じて、地域づくりを進めてきた。しかし、加入率は高いもの
の、実際に活動を担おうとする人が減少しているため、地縁組織が有するつながりの機能を、
どう引き継ぎ、どう変化させていくかを考えていく変化点を迎えている。
・また緩やかなつながり方・つながりやすい場所など、多様なつながりの選択肢を増やすこと
が求められている。
・また、近年、本市に住む外国人住民が増えており、新型コロナウイルス感染症流行以前より
も居住する外国人の数が多くなっている。
・国籍・性別・年齢・障がいの有無などに関わらず、誰もが尊重され、自分らしく暮らせる社
会づくりが求められている。
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15 ミライを支える産業の創出と育成 ・水素、蓄電池関連などの成長著しい産業の創出並びに市内事業者の生産性向上及び新規事業展開を積
極的に支援とともに、公民連携による先進技術実証の更なる推進を図ります。

16 積極的な起業創業支援 ・起業や創業に必要なトータルサポート体制を強化します。

●戦略的な基盤整備と立地支援
：市内産業の持続的発展のため、本市の立地
ニーズに応えるための取組を進めます

・本市は立地ニーズが高く、引き続き投資を受ける高いポテンシャルを有している。そのた
め、受け皿となる産業用地を戦略的に創出していく必要がある。

17
産業用地の創出及び道路ネットワーク
の構築

・産業誘導エリアにおいて、企業の新規立地ニーズや新たな産業に対応した産業用地の整備を進めると
ともに、産業用地への迅速な土地利用転換を支援することで、企業立地の促進を図ります。
・また、産業用地の創出と一体となったアクセス道路の整備を進め、サプライチェーンを支える道路
ネットワークを構築します。

18
市内事業者の持続可能性向上に関する
取組の支援

・市内事業者のDX、業態・事業転換、販路拡大等に向けた取組を後押しし、各事業者の経営力を高め
ます。

19 GXによる地域産業の成長促進 ・水素活用、創エネ・省エネなど、市内事業者が主体的に取り組むGXに関する取組を支援します。

20
多様な働き方を実現する人材戦略への
支援

・誰もが働きやすい環境や、多様な働き方の構築を図るなど、事業者の人材戦略の実現に向けた取組を
後押しします。
・イノベーションや付加価値を生み出す人材の確保、育成、多様な働き方の確立など、各分野の事業者
の人材戦略の実現に向けた取組を後押しします。

③
産
業
中
枢
都
市
と
し
て
深
化
し
続
け
る

（２）市内
事業者が社
会の変化に
適応してい
る

・CASEをはじめとする新技術の進展により、BEV（バッテリー式電気自動車）やSDV（ソフト
ウェア・デファインド・ビークル：ソフトの書き換えで性能を向上する車）、自動運転車両な
ど、本市のモビリティ産業を取り巻く環境は急激に変化している。
・これらの時代の変化をチャンスと捉え、成長著しい分野には重点的にインセンティブを与え
るなど、市内事業者による新規立地（業態転換含む）や、本市にとって有効な事業者の誘致を
図り、市内産業が更に発展していくための新たなチャレンジを強力に後押しする必要がある。

●新事業の展開や新製品開発へのチャレンジ
の促進
：市内産業の更なる発展のため、新事業・新
製品展開及び先進技術に関するチャレンジの
支援を進めます

（１）新た
な産業が創
出されてい
る

●市内事業者の経営力強化
：カーボンニュートラルや、多様な働き方へ
の要請など、事業者の経営環境が激しく変化
する中で、市内事業者の経営課題に関する支
援を進めます

・本市の基幹産業である自動車産業は、国内市場の縮小、国際競争の激化に加え、異業種参入
が相次ぎ、し烈な開発競争が繰り広げられている。また、気候変動への対応が世界的な課題と
なっている中で、カーボンニュートラル実現に向けた取組の要請はますます高まっている。
・人口減少社会が進展している中で、本市の各産業分野の担い手不足・労働力不足への対応は
喫緊の課題となっている。
・効果的な設備投資や経営力の強化を促すことで、市内事業者の生産性向上や持続性を高める
など、企業力の強化を支援する必要があるとともに、デジタル技術を活用することで、生産性
の向上や省人化を図り、市内産業の変革を進める必要がある。
・多様な働き方・生き方を創出することは、人生100年時代、一人ひとりの暮らしの満足度を高
めることであると同時に、産業の持続的発展にもつながる。テレワーク導入や業務の細分化な
ど、事業者側の多様な働き方の受皿を広げるとともに、人材確保力や人材育成の強化を支援し
ていく必要がある。
・また共働きが広まりを見せ、20代・30代女性の労働力率が上昇している一方で、産業構造の
特性上、働き方や職種の選択肢が狭い傾向にある。特に、女性の活躍、子育てとの両立といっ
た視点や、様々な事情を抱えるの働き方も含めて、誰もが自分らしい暮らしに寄り添う多様な
働き方を選択できるまちづくりを進めていく必要がある。
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21
都市部の利便性が高い暮らし環境の充
実

・土地利用計画制度の活用や民間事業者への支援等により、土地の高度利用を図り都市拠点（拠点形成
区域）への暮らし機能と居住の誘導を推進します。
・えきちか居住誘導エリアを中心に民間・地域主導のコンパクトな開発による居住を促進するため、土
地利用計画制度の活用や各種規制等の見直しを進めます。
・子育て世帯が住みたい・住み続けたい市となるため、居住の支援や民間事業者と連携した取組を推進
します。

22
山村部を支える持続可能な暮らしの仕
組みづくり

・各地区の生活拠点に必要な暮らしを支える機能の実態把握と住民同士の支え合いによる暮らし機能
（生業づくり、移動、買い物等）の維持に向けた仕組みづくりの検討や地域等の取組に対し伴走支援を
行います。
・コミュニティ維持に向け、空き家や空き地等の既存ストックを活用した移住や定住を促進するととも
に、土砂災害特別警戒区域等の危険箇所からの移転のほか、地域内の分家や都市部からの移住を促進す
るため、居住促進地区を中心に宅地の確保を進めます。

23
社会環境の変化に適応する暮らし機能
の最適化

・公民が連携し、公共施設等（建築物、インフラ（公園含む））の再編（複合化・集約化・適正配置）
により、暮らしに必要なサービスを拠点へ集積することで、まちの価値の向上、活力の増進を図りま
す。
・既存ストックの統廃合・集約・再編によって生じる跡地など新たな利活用が可能な市有地は、民間売
却を含め定住、子育て、福祉、地域まちづくり等の様々な分野での利活用を図ります。
・公共施設等総合管理計画および個別施設計画に基づき、総合的かつ計画的な管理や保全を行います。
・デジタル技術を効果的に活用し、場所に縛られない暮らしに必要な機能を確保できるように、市内の
情報通信ネットワーク環境を構築や情報環境の充実を図ります。
・地域の生活交通について住民共助による移動支援を推進するとともに、市民が安全で快適に移動でき
る環境を確保します。
・地域における快適な住環境を維持していくために必要な機能の確保を図ります。

24
多様な人をひきつける中心市街地の魅
力向上

・魅力ある都心エリアとして、都市施設の整備や商業活性化、回遊性向上により人をひきつけ、ミライ
を彩る都市環境を形成します。

25
都市間・拠点間連携を支える交通ネッ
トワークの強化

・リニア中央新幹線の開業によって期待される三大都市圏を結ぶ日本中央回廊における本市の優位性を
高めるため、名鉄三河線の速達化による名古屋アクセス向上を図ります。
・拠点間の相互連携を支える公共交通として、基幹交通（鉄道、基幹バスなど）のネットワークの維持
や運行サービスの改善のほか、交通結節点の環境改善によって、交流や地域活性化などつながりを支え
る公共交通サービスを展開します。
・広域連携、拠点間連携の強化のほか、拠点へのアクセス性向上につながる道路ネットワークの形成を
図ります。

26 地域力発揮による防災力の強化
・避難生活における災害関連死の最大限の防止に向け必要な取組を推進するほか、災害特性等に応じた
情報提供や意識啓発、消防団や自主防災会の連携に加え地域の防災リーダーの育成等によって、地域力
発揮による防災活動を促進します。

27 防災・減災を支える基盤づくり

・巨大地震への備えとして、公共施設等の耐震化を計画的に進めるほか、災害時の円滑な救助活動や物
資輸送を支える都市施設等の機能を高め、誰もが安心して暮らせるまちをつくります。
・気候変動による水災害の激甚化・頻発化に対応するため、ハード・ソフト一体となった流域治水の取
組を推進します。

28 暮らしを守る自然環境の適正な保全

・農地や森林を適正に保全することで、農地や森林が持つ災害防止・軽減機能の維持・向上と安全・安
心な住環境の確保を図ります。
・地域の合意に基づく土地利用転換を含めた、土地の管理方法の転換やその手法について検討を進めま
す。
・農地の集積・集約化、ほ場の大型化及び共同利用施設の最適化、鳥獣害対策等の推進などの取組を通
じ、農業生産基盤を強化します。
・土地利用の最適化の検討や災害からの迅速な復興に必要な地籍調査を推進します。
・災害リスクを踏まえ、盛土等の適正化を図ることで、安全安心な市民生活を実現します。

●つながり・連携の促進によるにぎわいと地
域活力の向上
：人が集まり地域が連携する拠点連携型都市
に向けた取組を推進します。また本市の中核
として人を惹きつける魅力ある中心市街地を
形成します。
都市間、地域間の連携に不可欠な交通ネット
ワークの強化に向けた取組を進めます。

●快適に暮らせる都市環境の創出
：安全で快適な日々の暮らしを維持していく
ため、人や施設がコンパクトにまとまる拠点
への集積を推進するほか、適正な居住環境の
確保やコミュニティ維持に向けた取組を進め
ます。

・人口減少社会が進展していく中で、様々なサービス機能の維持が困難となっていくことが想
定され、効率的な都市経営の必要性が高まっている。
・市民の安全で快適な暮らしの持続可能性を高めていくため、拠点を中心に居住や機能を集積
していく必要がある。
・既存ストックを最大限活用し持続可能な都市環境を実現していくため、効率的な居住環境の
確保やサービス機能の最適化を図っていく必要がある。
・山村地域の人口減少・少子高齢化による地域の担い手不足 に対し、テレワークの進展等によ
る場所に縛られない暮らし方・働き方や、都市部住民の田園回帰志向の受け皿となる住環境を
確保していく必要がある。
・ＤＸの加速や技術革新により様々なサービスのあり方が変化していく中で、より効果的かつ
効率的な移動・情報通信環境を選択・確保していく必要がある。
・地域内の移動である「生活交通」において、都市部・山村部の拠点を中心にした、地域特性
に応じた持続可能な移動サービスを展開することが必要である。
・2030年代以降、公共施設・インフラの老朽化が急速に進むことが想定されている。

・拠点連携型都市の中核として人を惹きつける魅力ある中心市街地を形成する必要がある。
・周辺都市や都市部と山村部との交流活性化のための道路網の形成に加え広域での都市間連携
に必要な鉄道機能強化するほか基幹交通ネットワークを維持していく必要がある。

④
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た
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（１）次代
につなぐ快
適な都市環
境の実現に
取り組んで
いる

（２）安全
に暮らせる
災害に強い
まちの実現
に取り組ん
でいる

●激甚化・頻発化する自然災害への適応
：市民の安全・安心を守る災害リスクを踏ま
えた防災まちづくりの取組を進めます

・令和６年能登半島地震始め、国内で大規模災害が頻発している。
・気候変動による水災害の激甚化・頻発化や巨大地震など、本市を取り巻く大規模な自然災害
に対するリスクが高まっている中、流域治水を始めとした防災・減災対策を着実に進めていく
必要がある。
・貴重な自然や地域資源を次代につなげる適正な土地利用を進める必要がある。
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29
脱炭素に向けた市民・事業者の行動の
促進

・脱炭素型、循環型ライフスタイルの提案等の取組を通じて、脱炭素社会の実現に向けて具体的に行動
する市民や事業者等を増やします。
・「省エネ・創エネ・蓄エネ」の促進を行い、更なる省エネルギー化と、再生可能エネルギーの最大限
利活用ができる暮らしや事業活動等の普及を図ります。

30 脱炭素化を先導する公共の取組の推進 ・公共施設等の省エネ化、太陽光発電設備導入等の取組を通じて、公共が率先してCO2排出削減を図
り、市民や事業者等に対し取組の見せる化を行います。

31 移動に係る脱炭素化の促進 ・商用車、自家用車等の次世代化支援の取組や、交通円滑化の取組等を通じて、ヒト・モノの移動に係
るCO2排出量の削減を図ります。

32 水素社会の実現に向けた取組の推進 ・「（仮称）豊田市水素社会構築戦略」を策定し、関連企業や、近隣自治体との共働により、水素をつ
くる・はこぶ・つかう取組を推進することで、水素社会実現に向けたチャレンジを進めます。

33
公民連携による先進技術の開発・活用
の促進

・2050年のカーボンニュートラル実現に向け、公民の共働により、先進技術の積極的な開発・活用等の
チャレンジを進めます。

・2050年における脱炭素社会実現は、現在の取組の延長線では達成することが困難である。ま
た不透明な世界情勢の中で、安全保障の観点からみても、カーボンフリーなエネルギー・新技
術の可能性を掘り起こしていくことが重要となっている。
・中部圏では「水素・アンモニア社会実装推進会議」を通じて公民連携により水素社会実現に
向けた検討が進められており、本市も2024年からへ参画している。
・こうした機会などを捉え、新たなエネルギーの利活用に、本市が率先してチャレンジするこ
とで、脱炭素社会実現に貢献するとともに、本市の新たなビジネス創出にもつなげられる可能
性がある。
・また、脱炭素社会実現に向けた新たな技術は日々開発が進められており、本市が率先して利
活用を進めることで、脱炭素に向けた多様な選択肢・可能性を創出していく必要がある。

●新たなエネルギーや先進技術の利活用の推
進
：脱炭素社会の実現や、新たなビジネスチャ
ンス創出のため、本市が率先して水素などの
新たなエネルギーや先進技術の利活用に向け
た挑戦を進めます
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●多様な主体の行動変容の促進と具体的な取
組の支援
：脱炭素社会の実現に向け、オールとよたで
取り組むため、市民や事業者等の行動促進を
進めるとともに、主体的な取組に対して支援
を進めます

・カーボンニュートラルが世界的な課題となっている中、本市は、2019年に「2050カーボン
ニュートラル宣言」を行っており、2030年には中間目標として2013年比CO2排出量半減を掲げ
ている。
・地域社会の持続可能性を高め、良好な環境を次世代に引き継ぐためには、市民・事業者・行
政を含めた「オールとよた」で、具体的な行動を進めていく必要がある。


